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斑鳩町役場
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ホームページ :
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　掲載しているイベント等の
情報は、６月１日時点での情
報です。新型コロナウイルス
感染症の拡大状況により中止
する場合があります。

６
月
26
日（
日
）い
か
る
が
の
里
ク
リ
ー
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
！

　
環
境
対
策
課
（
☎
内
線
１
３
４
）

　
３
年
ぶ
り
に
、
町
内
の
一
斉
清
掃
を
行

い
ま
す
の
で
、
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
、
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
感
染
防
止
対
策
を
十
分
に
考
慮

し
た
内
容
で
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

日
時　
６
月
26
日（
日
）

　
　
　
午
前
８
時
～
９
時　
※
雨
天
中
止

実	

施
方
法　
各
自
、
自
宅
周
辺
な
ど
を
清

掃
し
、
人
と
人
の
接
触
や
密
集
を
極
力

避
け
な
が
ら
行
い
ま
す
。

・�
ご
み
袋
は
、
自
宅
に
あ
る
ご
み
袋･

ビ

ニ
ー
ル
袋
な
ど
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

（
別
途
、
必
要
な
人
に
は
、
事
前
に
環

境
対
策
課
窓
口
や
、
当
日
回
収
場
所
と

な
る
公
共
施
設
で
ご
み
袋
を
配
布
し
ま

す
）
な
お
、
町
指
定
袋
を
使
用
し
た
場

合
、
使
用
分
の
袋
を
回
収
場
所
で
配
付

し
ま
す
。

・�

ご
み
は
、
可
能
な
限
り
、「
可
燃
ご
み
」

と
「
不
燃
ご
み
」
の
二
種
類
に
分
別
し

て
排
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

火
ば
さ
み
や
軍
手
は
、
各
自
で
ご
用
意

く
だ
さ
い
。

・�

拾
っ
た
ご
み
の
袋
は
、
次
の
と
お
り
公

共
施
設
で
回
収
し
、
随
時
解
散
と
し
ま

す
。

・�

各
自
、
マ
ス
ク
の
着
用
、
発
熱
な
ど
の

症
状
が
あ
る
場
合
は
参
加
し
な
い
な
ど
、

感
染
防
止
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

回	

収
場
所　
中
央･

東･

西
公
民
館
、
斑

鳩
東･

西
小
学
校
、
斑
鳩
中
学
校
、
ふ

れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー�

い
き
い
き
の

里
、
い
か
る
が
ホ
ー
ル
、
衛
生
処
理
場

※�

午
前
８
時
か
ら
９
時
ま
で
の
時
短
で
実

施
し
ま
す
。
回
収
場
所
に
、
９
時
30
分

ま
で
に
排
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

そ	

の
他　
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
、
持
続
可
能

な
新
し
い
方
法
で
実
施
し
ま
す
。
詳
し

く
は
、
環
境
対
策
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
状
況

に
よ
り
、
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

※�

雨
天
中
止
の
場

合
は
、
当
日
午

前
７
時
ま
で
に

決
定
し
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

農
薬
の
適
正
な
使
用
に
つ
い
て

　
建
設
農
林
課
（
☎
内
線
２
１
６
）

　
農
薬
は
、
ラ
ベ
ル
に
表
示
さ
れ
て
い
る

内
容
に
従
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
学
校
・
公
園
・
住
宅
地
に
隣
接
ま
た
は

近
接
す
る
場
所
で
農
薬
を
使
用
す
る
場
合

は
、
飛
散
防
止
対
策
の
徹
底
と
周
辺
住
民

へ
の
事
前
周
知
な
ど
、
周
辺
の
人
・
物
・

農
作
物
な
ど
に
十
分
に
配
慮
し
て
く
だ
さ

い
。

	

催　
し

子
育
て
支
援
講
座

「
も
し
も
の
時
の
た
め
に

救
護
法
を
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
」

　
　
　
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
０
７
４
５
�
１
１
５
２
）

　
日
本
赤
十
字
社
の
幼
児
安
全
法
短
期
講

習
で
す
。
乳
幼
児
の
応
急
処
置
に
つ
い
て

学
び
ま
し
ょ
う
。

日
時　
７
月
８
日（
金
）

　
　
　
午
前
９
時
30
分
～
11
時
15
分

　
　
　
（
受
付　
午
前
９
時
15
分
～
）

場
所　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

　
　
　
大
会
議
室

講
師　
日
本
赤
十
字
社

　
　
　
奈
良
県
支
部
指
導
員　

持	

物　
筆
記
用
具
・
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
ポ

イ
ン
ト
カ
ー
ド

※
動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

定
員　
８
人
（
先
着
順
）

申	

込　
６
月
27
日（
月
）ま
で
に
子
育
て
支

援
課
へ
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。（
無
料
託
児
あ
り
）

※�

託
児
（
生
後
満
５
か
月
～
）
を
希
望
す

る
場
合
は
、
当
日
午
前
９
時
15
分
ま
で

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

2022
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７
月
は
差
別
を
な
く
す

　
　
　
　
　
強
調
月
間
で
す

　
差
別
を
な
く
す
に
は
、差
別
に
気
づ
き
、

差
別
の
現
実
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

自
分
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
か
、

自
分
の
周
囲
の
人
た
ち
の
人
権
は
守
ら
れ

て
い
る
の
か
、確
か
め
て
み
る
こ
と
で
す
。

　
日
常
の
人
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
、

相
手
の
ち
ょ
っ
と
し
た
一
言
で
傷
つ
い
た

り
、
悲
し
ん
だ
り
、
怒
っ
た
り
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
自
分
の
立
場
や
気
持
ち
を
伝
え
る
と
同

時
に
、
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
に
気
づ
く

こ
と
も
大
切
で
す
。
互
い
の

人
権
を
確
か
め
合
う
こ
と
か

ら
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。

差
別
を
な
く
す
町
民
集
会

　
住
民
課
（
☎
内
線
１
６
３
）

　
差
別
の
な
い
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
は
、

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
人
権
の
大
切
さ
や

差
別
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
か
ら
は
じ

ま
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
７
月
12
日（
火
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

場
所　
中
央
公
民
館　
大
ホ
ー
ル

講
演　
「
学
校
か
ら
未
来
が
み
え
る
」

講
師　
人
権
擁
護
委
員　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
田　
博
美　
氏

※
手
話
通
訳
、
要
約
筆
記
あ
り
ま
す
。

家
族
介
護
支
援
講
座

　
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
（
☎
０
７
４
５
�
４
０
０
０
、

　
０
７
４
５
�
５
６
６
６
）

　
介
護
が
必
要
な
人
へ
の
介
護
の
ポ
イ
ン

ト
や
介
護
者
の
健
康
づ
く
り
に
つ
い
て
楽

し
く
学
び
ま
す
。

日
時　
７
月
11
日（
月
）

　
　
　
午
後
２
時
～
３
時
30
分

場
所　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

　
　
　
２
階　
会
議
室

内	

容　
高
齢
者
の
口
腔
ケ
ア
と
介
助
方
法

に
つ
い
て

対	
象　
家
族
を
介
護
し
て
い
る
人
や
介
護

に
関
心
の
あ
る
人
（
介
護
職
の
従
事
者

は
除
く
）

持
物　
筆
記
用
具
・
タ
オ
ル
・
飲
み
物

費
用　
無
料

定
員　
15
人
（
先
着
順
）

申
込　
７
月
８
日（
金
）ま
で

※�

当
日
は
ご
自
宅
で
体
温
を
測
定
し
て
き

て
く
だ
さ
い
。受
付
で
お
伺
い
し
ま
す
。

ま
た
、
マ
ス
ク
着
用
に
ご
協
力
お
願
い

し
ま
す
。

民事介入暴力
出張相談所の

開設について

移動町民プールの開設
（各校区の小学生を対象に、小学校のプールを開放します）

　西和警察署　刑事課
組織犯係

（☎0745-72-0110）
　暴力団被害の泣き寝入り
を防ぎ、潜在化している暴
力団被害を掘り起こすため、
民事介入暴力出張相談所を
開設します。
日時　６月24日（金）
　　　午後１時～４時
開催場所　ＵＤリテール
　�（株）ＭＥＧＡドン・キ
ホーテＵＮＹ西大和店

　�（奈良県北葛城郡上牧町
ささゆり台１丁目１番１
号）

期間　７月21日（木）～８月19日（金）
　　　�各小学校ローテーションで、

７日ずつ開催
時間　午前の部　
　　　　午前９時30分～正午
　　　午後の部　
　　　　午後１時30分～４時
場所　各町立小学校プール
料金　無料
対象　	各小学校校区内の小学生
　　　１日目～４日目午前
　　　小学４～６年生
　　　４日目午後～７日目
　　　小学１～３年生
定員　各時間50人（事前予約制）

申込　�利用希望日の２週間前から前
日の午後４時までに中央体育
館窓口（水曜休館）へお申し
込みください。

※�小学１～３年生は保護者の付き添
いが必要となりますので、保護者
がお申し込みください。お子さん
のみでのお申し込みはできません。
※�詳しくは、学校を通じて、お子さ
んに案内文書を配布します。

生涯学習課（☎内線223）
　町民プールは、施設の老朽化と２年間の運営休止による設備不具合のた
め、今年度の営業を休止し、各小学校のプールを利用した「移動町民プー
ル」を開催します。

【お詫びと訂正】
　広報いかるが６月
号　９ページ「斑鳩
町子ども司書養成講
座」の記事に誤りが
ありましたので、お
詫びして訂正します。
【誤】日程
　10月30日（日）
【正】日程
　11月６日（日）
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cara v a n

認知症 suppo
rter

日　程 時　間 場　所 内　容 持　物 定　員 申　込

運
動
教
室

７月６日（水）
７月13日（水）
７月20日（水）
７月27日（水）

※�上記の日程のうち
　２回利用できます。

午後₁時30分
～₃時

（�事前に検温・血圧測定
を済ませてください）

生き生きプラザ
斑鳩　１階
機能回復訓練
コーナー

・�ストレッチな
どの運動
・�６日と13日は
運動後に口腔
のミニ講座が
あります。

タオル、飲み物

※�動きやすい
服装でお越
しください。

各25人
（先着順）

前日までに電
話でお申し込
みください。生

き
生
き
セ
ミ
ナ
ー

７月25日（月） 午前10時～
11時30分

西公民館
集会室1・2

・�介護予防につ
ながる栄養と
食事について
の講座
・�講座後にフレ
イル予防の体
操

タオル、飲み物、
筆記用具

※�動きやすい
服装でお越
しください。

各20人
（先着順）７月19日（火） 午後₁時30分

～₃時
東公民館
集会室1・2

７月27日（水） 午前10時～
11時30分

法隆寺五丁地区
地域交流館

チャレンジ介護予防 !
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、すべ
ての教室を事前申込制とします。みなさんのご理解ご
協力をお願いします。
　詳しくは地域包括支援センターへお問い合わせくだ
さい。
対象　町在住の65歳以上の人
問合せ・申込　地域包括支援センター

（☎0745-75-4000、0745-74-5666）

お互いに感染しない・させないために（お願い）
・�事前申込制としますので、前日までに電話でお申し込
みください。（申し込みのない人は当日参加できません）

・�ご自宅で体温を測定してきてください。当日受付でお
伺いします。（37.5℃以上ある人は参加できません）

・�体調の変化（体のだるさ、咳、のどの痛み、頭痛、息
苦しさなど）がある方は、参加を中止しましょう。

・�マスクを着用しましょう。（マスクを着けていない人は
参加できません）

・手指消毒にご協力お願いします。

地域包括支援センター（☎0745-75-4000、0745-74-5666）
　IKARUGAカフェ【和】とは、認知症について理解を深める場です。
認知症の当事者だけでなく、その家族や専門職、地域の人などが気軽に
集い、情報交換や交流ができる場です。お気軽にお越しください。

対象　町在住の人　　　費用　飲食代は実費負担
※ �IKARUGAカフェ【和】は、都合により中止となる場合がありますの
で、事前にお問い合わせください。

※�７月６日（水）に生き生きプラザ斑鳩で開催する認知症カフェは、認知症の人の家族や介護者の交流を
予定しています。家族や介護者のみの参加もお待ちしています。
※ロハスの森での開催は中止となりました。

IKARUGAカフェ【和】　開催日一覧
場　　　所 開催日時 日程 問合せ・申込先

生き生きプラザ斑鳩内
喫茶レインボーウォーク
または２階会議室
（小吉田1-12-35）

毎月第１水曜日
（または第１木曜日）
午前10時～11時30分

７月６日（水）
（家族交流）

地域包括支援センター
（☎0745-75-4000、
0745-74-5666）

グループホーム　カノンの扉
（阿波3-11-6）

毎月第２水曜日
午後1時30分～3時30分 ７月13日（水） カノンの扉

（☎0745-74-6333）
創業支援センター
ふらっぴん♪

（神南5-14-16）

毎月第４火曜日
（祝日の場合は第３火曜日）
午前10時～11時30分

７月26日（火）
地域包括支援センター
（☎0745-75-4000、
0745-74-5666）

デイサービス　ロハスの学校
（龍田南1-3-53）

毎週月曜日
午後１時～３時 毎週月曜日 ロハスの学校

（☎0745-43-7762）

IKARUGA カフェ【和
わ

】
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お
知
ら
せ

新
築
、
増
築
な
ど

　
　
家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　
税
務
課
（
☎
内
線
１
５
３
）

　
令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
間
に
新
築
、
増
築
な
ど
を
さ
れ
た
家

屋
を
対
象
に
、
固
定
資
産
税
を
算
出
す
る

た
め
の
家
屋
調
査
を
順
次
実
施
し
て
い
ま

す
。

　
調
査
に
伺
う
際
に
は
、
事
前
に
連
絡
の

う
え
、
調
査
の
日
程
等
を
調
整
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
間
に
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ

た
場
合
、取
り
壊
し
が
完
了
し
た
時
点
で
、

税
務
課
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
な
ど
、
早
期

の
現
状
把
握
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
職
員
は
「
固
定
資
産
評
価
補
助

員
証
」
を
携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
、
不
審

な
場
合
は
提
示
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

　
　
交
付
・
申
請
の
休
日
受
付

　
住
民
課
（
☎
内
線
１
６
１
）

　
平
日
に
役
場
に
お
越
し
い
た
だ
け
な
い

人
は
、
左
記
の
と
お
り
休
日
受
付
を
行
い

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　
７
月
９
日（
土
）、
８
月
13
日（
土
）

　
　
　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

場
所　
役
場　
１
階　
住
民
課
窓
口

※�

出
入
り
口
は
東
側
玄
関
の
み
と
な
り
ま

す
。

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
・
申
請

に
は
、本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
う
え
、

必
ず
ご
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

申
請
方
法
、
持
ち
物
な
ど
は
、
住
民
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
交
付
・

申
請
方
法
に
よ
っ
て
持
ち
物
が
異
な
り

ま
す
）

※�

休
日
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
よ
る
申
請

補
助
サ
ー
ビ
ス
は
行
い
ま
せ
ん
。

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

　
　
上
下
水
道
課
（
上
水
道
）　

　
（
☎
０
７
４
５
�
１
４
０
１
）

　
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
に
よ
り
有

効
期
間
が
８
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
上
下
水
道
課
で
は
、
有
効
期
間
が
満
了

を
迎
え
る
水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換
し
て
い

ま
す
。
来
月
は
左
記
地
区
で
作
業
を
行
い

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

取
替
期
間　
７
月
12
日（
火
）～
25
日（
月
）

取	

替
地
区　
龍
田
２
～
４
丁
目
、
龍
田
北

１
～
５
丁
目
、
龍
田
西
１
～
３
丁
目
、

龍
田
南
５・６
丁
目

※�

対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
事
前
に

「
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え
の
お
知
ら
せ
」

を
送
付
し
ま
す
。

委
託
業
者　
関
西
水
道
用
品
（
株
）

斑
鳩
町
は
、
地
域
の
自
治
会

活
動
を
応
援
し
て
い
ま
す

　
　
～
自
治
会
へ
加
入
し
ま
し
ょ
う
～

　
総
務
課
（
☎
内
線
２
７
４
）

　
自
治
会
は
、
地
域
の
人
た
ち
が
集
い
、

話
し
あ
い
、協
力
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
よ
い
地
域
づ
く
り
を
め
ざ
す
団
体
で

す
。
日
ご
ろ
か
ら
自
治
会
活
動
な
ど
を
通

じ
て
隣
近
所
と
交
流
す
る
機
会
を
持
ち
、

お
互
い
の
顔
が
見
え
る
人
間
関
係
を
つ
く

り
、
自
分
た
ち
の
町
を
住
み
よ
い
町
に
し

ま
し
ょ
う
。

●
自
治
会
活
動
の
主
な
例

・�

防
災
訓
練
、
地
域
の
清
掃
活
動
、
ご
み

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理

・�

高
齢
者
や
独
居
老
人
な
ど
の
見
守
り
、

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
、
防
犯
灯
や
消
防
施

設
（
ホ
ー
ス
、格
納
箱
）
な
ど
の
設
置・

維
持
管
理
な
ど

※�

自
治
会
に
加
入
す
る
に
は
、
直
接
地
域

の
自
治
会
の
役
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。
地
域
の
自
治
会
が
分
か
ら
な
い
場

合
は
総
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

●
令
和
４
年
度
自
治
会
連
合
会

　
役
員
の
紹
介

　
自
治
会
連
合
会
は
、
地
域
福
祉
の
増
進

に
寄
与
す
る
た
め
、
自
治
会
相
互
の
連
携

や
交
流
を
は
か
り
、
懇
談
会
や
研
修
会
な

ど
の
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

自
治
会
連
合
会
の
令
和
４
年
度
役
員

は
、
下
記
の
み
な
さ
ん
で
す
。

会　
　
長　
　
田　
中　
和　
則
さ
ん

　
（
十
楽
）

副
会
長　
　
森　
田　
俊　
介
さ
ん

　
（
南
服
部
）

会　
　
計　
　
今　
中　
伸　
好
さ
ん

　
（
西
里
）

書　
　
記　
　
仲　
　
　
啓　
介
さ
ん

　
（
高
安
西
団
地
）

会
計
監
査　
　
東　
川　
雅　
洋
さ
ん

　
（
峨
瀬
第
１
）

　

〃　
　
　
奥　
村　
博　
之
さ
ん

　
（
法
隆
寺
南
住
宅
）

評
議
員　
　
ニ
ノ
丸　
　
　
肇
さ
ん

　
（
長
田
町
）

　

〃　
　
　
稲　
生　
耕　
二
さ
ん

　
（
三
室
地
区
）

　

〃　
　
　
西　
尾　
光　
博
さ
ん

　
（
白
石
畑
）

　

〃　
　
　
青　
木　
千
夏
子
さ
ん

　
（
五
丁
南
）

　

〃　
　
　
髙　
橋　
あ
き
え
さ
ん

　
（
興
留
東
北
垣
内
）

　

〃　
　
　
木　
本　
幸　
夫
さ
ん

　
（
駅
前
北
）

※�

自
治
会
で
の
困
り
ご
と
な
ど
自
治
会
連

合
会
で
協
議
し
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
れ

ば
、
各
地
区
の
役
員

を
通
じ
て
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
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７月11日（月）　午前10時30分開始

　７月９日が奈良県地震防災の日と定められたことを契機として、ナラ・シェイクアウト（奈
良県いっせい地震行動訓練）が県内でいっせいに実施されます。訓練は、地震発生を想定し、
１分間身を守る行動を行います。町の施設実施場所などについては、下記のとおりです。ご
来庁のみなさんには、ご理解、ご協力、ご参加をよろしくお願いします。
実施日　　７月11日（月）午前10時30分
実施場所　役場本庁舎・各町立各小中学校・幼稚園・保育園

　また、訓練の音源を使用することで、自宅や会社などでも訓練を行っていただくことが可
能です。訓練に参加される場合は、事前の参加登録をお願いします。詳しくは奈良県の「ナ
ラ・シェイクアウト」専用ページをご覧ください。

「ナラ・シェイクアウト」専用ページ　https://www.pref.nara.jp/item/120899.htm

　�　訓練開始の合図について、スマートフォンをお使いの人は、「地震防災訓
練アプリ」をご利用ください。

・ �AppStore、GooglePlay でダウンロード
（アプリは無料）
・�アプリをインストール後、右下のQRコー
ドで訓練日時を設定すると、
　�設定日時に緊急地震速報（エリアメール）
専用のブザー音が鳴ります。
　�（７月11日（月）午前10時30分以外の場合
は手動設定となります。）
・�マナーモード設定中は、専用ブザー音は鳴
りません。

ナラ・シェイクアウト（奈良県いっせい地震行動訓練）

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、マスクを着用すること、
人と人との間隔を確保し、「３密」を
回避することなど、感染症対策を徹
底して訓練を実施してください。

震災対策 日常の心得
家具類の転倒・落下防止対策をし、出入り口や通路に物を置かないようにしましょう。
避難場所までの安全な避難方法やルートを確認しましょう。
非常持ち出し品を準備し、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。

問合せ　安全安心課（☎内線272）

安全行動の１－２－３

アプリのダウンロードはこちらから

Android 版 iPhone 版

アプリ設定画面での
ナラ・シェイクアウト
専用QRコード

5
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イ
ノ
シ
シ
等
被
害
防
止
対
策

事
業
補
助
金
を
活
用
く
だ
さ
い

　
建
設
農
林
課
（
☎
内
線
２
１
２
）

　
イ
ノ
シ
シ
・
ア
ラ
イ
グ
マ
等
に
よ
る
農

作
物
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
防
護
柵
や

電
気
柵
等
の
資
材
費
お
よ
び
設
置
費
に
対

し
て
、そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
要
件

　

�

次
の
①
～
③
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る

人
ま
た
は
団
体

①�

町
在
住
の
農
業
者
ま
た
は
町
内
の
農
業

団
体
（
２
戸
以
上
の
農
業
者
で
組
織
す

る
任
意
の
団
体
を
含
む
）
で
あ
る
こ
と

②�

町
内
で
イ
ノ
シ
シ
等
に
よ
る
被
害
を
受

け
た
、
ま
た
は
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と

③�

農
作
物
を
イ
ノ
シ
シ
等
に
よ
る
被
害
か

ら
防
止
す
る
た
め
、
権
利
を
有
す
る
農

地
・
竹
林
に
電
気
柵
な
ど
の
防
護
柵
を

設
置
す
る
こ
と

補
助
率

　

�

電
気
柵
等
の
資
材
費
お
よ
び
設
置
費
の

２
分
の
１
以
内
（
限
度
額
10
万
円
）

※
購
入
前
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
、
建
設
農
林
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

電
気
柵
等
は
農
作
物
を
イ
ノ
シ
シ
等
か

ら
守
る
た
め
の
柵
で
す
の
で
、
絶
対
に

触
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

イ
ノ
シ
シ
・
ア
ラ
イ
グ
マ
に
つ
い
て

　
近
年
、
イ
ノ
シ
シ
や
ア
ラ
イ
グ
マ
に
よ

る
農
作
物
被
害
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
イ
ノ
シ
シ
や
ア
ラ
イ
グ
マ
は
、
こ
ち
ら

か
ら
危
害
を
加
え
た
り
驚
か
せ
た
り
し
な

い
限
り
、
襲
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
餌
が
不
足
し

た
場
合
や
、
子
連
れ
の
場
合
は
、
人
間
を

襲
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
イ
ノ
シ

シ
や
ア
ラ
イ
グ
マ
を
見
か
け
て
も
、
絶
対

に
近
寄
ら
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

～
日
頃
の
対
策
が
重
要
で
す
～	

エ
サ
を
与
え
な
い
・

　
エ
サ
と
な
る
も
の
を
放
置
し
な
い

　

人
が
エ
サ
を
く
れ
る
こ
と
を
覚
え
る

と
、
そ
の
場
所
に
居
つ
い
た
り
、
周
囲
の

家
に
侵
入
す
る
な
ど
、
地
域
の
被
害
を
引

き
起
こ
す
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
エ
サ

を
与
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
家
庭
菜
園
や
畑
に
野
菜
く
ず
等

を
放
置
し
て
お
く
と
、
餌
付
け
と
同
じ
こ

と
に
な
り
ま
す
。
野
菜
く
ず
は
き
れ
い
に

片
づ
け
ま
し
ょ
う
。

コ
ス
モ
ス
の
種
を
配
布
し
ま
す

　
　
都
市
創
生
課
（
☎
内
線
２
９
４
）

　
斑
鳩
町
で
は
、
歴
史
的
景
観
と
自
然
環

境
や
田
園
風
景
が
一
体
と
な
っ
た
斑
鳩
の

里
の
風
景
・
景
観
を
保
全
す
る
た
め
、
景

観
形
成
の
一
環
と
し
て
、
地
元
農
家
の
み

な
さ
ん
の
協
力
を
得
な
が
ら
コ
ス
モ
ス
を

栽
培
し
て
い
ま
す
。

　
当
事
業
で
採
種
し
た
コ
ス
モ
ス
の
種
を

公
民
館
等
の
施
設
や
斑
鳩
町
役
場
内
の
窓

口
で
配
布
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
自
由
に

お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。
各
家
庭
で
植
え

て
、
秋
に
斑
鳩
を
コ
ス
モ
ス
で
い
っ
ぱ
い

に
し
ま
し
ょ
う
！

配	

布
場
所　
役
場
窓
口
（
都
市
創
生
課
・

住
民
課
・
福
祉
課
・
環
境
対
策
課
・
総

務
課
）、
中
央
・
東
・
西
公
民
館
、
生

き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩
（
社
会
福
祉
協
議

会
・
健
康
対
策
課
）、
法
隆
寺
ｉ
セ
ン

タ
ー
、
い
か
る
が
ホ
ー
ル
、
ふ
れ
あ
い

交
流
セ
ン
タ
ー
い
き
い
き
の
里

※�

コ
ス
モ
ス
は
、
７
～
８
月
頃
に
種
を
ま

く
と
、
10
～
11
月
頃
に
見
頃
を
迎
え
ま

す
。

※�

数
に
限
り
が
あ
り
、
な
く
な
り
次
第
配

布
は
終
了
と
な
り
ま
す
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

　
　
　
　
出
し
方
に
つ
い
て

　
環
境
対
策
課
（
☎
内
線
１
３
４
）

　
最
近
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
ご
み
集
積
所

に
出
さ
れ
る
際
に
、
ラ
ベ
ル
と
キ
ャ
ッ
プ

を
取
ら
ず
に
出
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多

く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
、
繊
維
、
シ
ー
ト
、

フ
ァ
イ
ル
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
、
手
袋
、
洋
服

な
ど
に
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
ま
す
が
、
ラ
ベ

ル
や
キ
ャ
ッ
プ
が
つ
い
た
ま
ま
だ
と
、
リ

サ
イ
ク
ル
で
き
ま
せ
ん
。
一
人
ひ
と
り
の

ち
ょ
っ
と
し
た
心
が
け
で
環
境
負
荷
が
軽

減
さ
れ
、貴
重
な
資
源
が
節
約
さ
れ
ま
す
。

正
し
い
出
し
方
を
実
践
し
、
ご
み
の
減
量

や
資
源
化
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。

※�

は
が
し
た
ラ
ベ
ル
や
、
キ
ャ
ッ
プ
は
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
の
場
合
は
、
そ
の

他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
と
し
て
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※�

斑
鳩
町
役
場
、
中
央
・
東
・
西
公
民
館
、

町
立
保
育
園・幼
稚
園
、い
か
る
が
ホ
ー

ル
、
ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー
い
き
い

き
の
里
、
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩
で
拠

点
回
収
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ス
ー
パ
ー

な
ど
に
も
、
回
収
箱
を
設
置
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

〈
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
正
し
い
出
し
方
〉

①�

ラ
ベ
ル
と
キ
ャ
ッ
プ
を

は
が
し
て
く
だ
さ
い
。

②�

飲
み
残
し
や
異
物
を
取

り
除
き
、
中
を
き
れ
い
に
洗
っ
て
く

だ
さ
い
。

③�

乾
か
し
て
か
ら
資
源
物
共
通
指
定
袋

へ
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
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処
理
に
お
困
り
の

「
レ
ン
ガ
、
ブ
ロ
ッ
ク
、
瓦
」

有
料
で
回
収
し
ま
す

　
環
境
対
策
課
（
☎
内
線
１
３
２
）

　
町
で
収
集
や
処
理
が
で
き
な
い
「
レ
ン

ガ
、
ブ
ロ
ッ
ク
、
瓦
」
を
左
記
の
と
お
り

回
収
し
ま
す
。

回
収
日
時　
７
月
３
日（
日
）

　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
11
時
30
分

　
　
　
　
　
（
雨
天
決
行
）

回	

収
場
所　
最
終
処
分
場
・
ご
み
積
替
え

施
設（
斑
鳩
町
大
字
法
隆
寺
４
３
３
１
）

回
収
品
目

　
レ
ン
ガ
、

　
ブ
ロ
ッ
ク
、
瓦

※
右
記
以
外
の
も
の
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

回
収
方
法

　

�

町
指
定
不
燃
ご
み
袋
（
大
）
に
、
持
ち

上
げ
て
破
れ
な
い
程
度
に
入
れ
て
、
回

収
場
所
へ
直
接
お
持
ち
込
み
く
だ
さ

い
。

※�

バ
ッ
テ
リ
ー
・
タ
イ
ヤ
・
消
火
器
・
プ

ラ
ン
タ
ー
の
土
は
直
接
、
回
収
業
者
へ

渡
し
て
く
だ
さ
い
。
町
で
収
集
や
処
理

が
で
き
な
い
タ
イ
ヤ
や
バ
ッ
テ
リ
ー
な

ど
は
、
回
収
業
者
で
通
年
回
収
し
て
い

ま
す
。

※�

回
収
品
目
・
回
収
業
者
・
処
理
費
用
な

ど
詳
し
く
は
、
下
記
処
理
困
難
物
回
収

業
者
一
覧
表
を
ご
覧
の
う
え
、
直
接
、

回
収
業
者
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

※処理費用は、依頼者の個人負担となります。詳しくは、回収業者におたずねください。

令和4年3月31日現在

回収品目 事業者名 回収料金 回収時間 所在地 電話番号

バッテリー

浦 野 商 会 バッテリー
1個　100円

月～土曜日、
祝日
午前10時～
午後８時

斑鳩町龍田北
5丁目1614番 0745-27-8144

㈱安本景一
商 店

バッテリー
1個　100円

月～土曜日
午前８時～
午後６時

斑鳩町龍田西
2丁目1番30号 0745-75-2721

タ イ ヤ

斑鳩タイヤ
商 会

タイヤ
1本　550円～
タイヤ
（ホイル付き）
1本　880円～

月～土曜日
午前９時～
午後５時

斑鳩町幸前
1丁目3番41号 0745-75-5674

大和タイヤ
サ ー ビ ス

タイヤ
1本
300円～900円
タイヤ
（ホイル付き）
1本
700円～1,600円

月～土曜日
午前10時～
午後６時

斑鳩町龍田
1丁目1番9号 0745-75-3037

消 火 器 （株）黒松商会

小型消火器
（ABC20型以内）
1,500円
大型消火器
（ABC50型以上）
8,500円

月～金曜日
午前９時～
正午

斑鳩町龍田西
2丁目1番34号 0745-75-2810

プランター
の 土 コヤマ建材

プランターの土
（持込みのみ）
200円～

月～土曜日、
祝日
午前７時～
午後５時

斑鳩町龍田
4丁目1番1号 0745-61-0303
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　斑鳩町では、下記の対象となる人に医療費を助成しています。
対象となる人でまだ申請をしていない人は、国保医療課で手続きをしてください。
※昨年度から対象となっている人には更新用書類を送っています。期日までに国保医療課へ提出してください。

◎健康保険に異動があった場合は、保険証を持参のうえ届出してください。
◎保険診療分が助成対象です。（食事療養などの自己負担は除きます）
※扶養人数等に応じた所得制限があります。

申請手続き、問合せは国保医療課（内線112・113）へ

制 度 名 助　　　成　　　対　　　象 助　成　内　容

老 人 医 療 65歳以上70歳未満で市町村民税所得割非課税世帯に属する人 医療機関で支払った自己負担の
一部を助成します

子ども医療 小学校就学前の乳幼児および小・中学生

医療機関で支払った自己負担を
助成します

心身障害者
医 療

75歳未満で身体障害者手帳１級～３級または療育手帳 A・B
の人（※）

重度心身障害
老人等医療

後期高齢者医療制度の被保険者で身体障害者手帳１級～３級ま
たは療育手帳A・Bの人（※）

ひ と り 親
家庭等医療

配偶者のない父・母などで18歳未満（18歳に達する日以後の
最初の３月31日まで）の児童を養育している人とその児童（※）

精神障害者
医 療

精神障害者保健福祉手帳１級または２級の人（※）

精神通院の自立支援医療の適用を受けている人（ただし社会保
険被保険者本人を除く）（※）

精神通院の自立支援医療の自己
負担（原則10％）を助成します

〈男女共同参画関係書籍コーナー〉
　６月１日（水）～30日（木）　場所：斑鳩町立図書館（いかるがホール内）

問合せ　政策財政課（☎内線252）

毎年６月23日～29日は、男女共同参画週間です
令和４年度　キャッチフレーズ
「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ

　女性と男性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参
画社会」を実現するためには、みなさん一人ひとりの取組みが必要です。

　女性が抱えるさまざまな問題を、カウンセラーが相談者の立場に立ってお聞きし、ともに考えます。
お困りごとを抱えたり、不安に感じたり、少しでも「困った」と感じることがあれば、ご相談ください。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インターネット上でのビデオ通話によるオンライン
相談を実施しています。自宅にインターネット環境がない場合は、役場のパソコンなどから相談すること
ができます。
　日時：毎月第４金曜日　※事前予約制　　　　　申込：予約専用☎0745-75-9269
	 13：00～16：20（一人50分程度）	 （土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く８：30～17：30）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談料：無料

いろんな悩みに応じます。
（例）・食欲がないし、夜も眠れない。気分がとても落ち込む。

・子育ても一段落したので私も働きたいけど、夫が・・・。
・上司が何かに付けて「だから女は」「やっぱり女は」と言うのが悔しくて・・・。
・人との関係がとてもしんどい。相手にどう思われているか気になって仕方がない。

女性のための相談（オンライン相談）
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　住民票の写しが必要だけど、一人で外出することができない、身近に頼める人もいない、と困ったこ
とはありませんか？
　斑鳩町では、役場まで出向くことが困難なひとり暮らしの高齢者や障害のあ
る人などを対象に、職員が自宅へ住民票の写しなどの各種証明書をお届けする
宅配サービスを行っています。配達料は無料です。

● 利用できる人
　町内に住所があり、下記いずれかにあてはまる人
　・�おおむね６５歳以上で介護保険の要支援認定・要介護認定を受けているひとり暮らしの人、または
それに相当するひとり暮らしの人

　・�障害福祉サービスによる居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援を利用しているひとり暮
らしの人

　・�世帯全員が介護保険の要支援認定・要介護認定を受けている世帯の人、またはそれに相当する世帯
の人、もしくは世帯全員が障害福祉サービスによる居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支
援を利用している世帯の人

　・その他、町長が特に認める人
　　（注）親族など身近な人の協力が得られる人は利用の対象となりません。
　　（注）�代理の人からの申込みも可能ですが、配達先は、本人が住民登録されているご住所に限り、

本人への直接交付となります。

● 対象となる証明書
　・住民票の写し　・住民票記載事項証明書　・印鑑登録証明書
　・戸籍（全部・個人）事項証明書　・戸籍の附票の写し　・所得（課税）証明書

● 宅配サービスご利用の流れ

【問合せ・予約先】
住民課（☎内線163）

①�電話などで配達希
望日の１週間前ま
でに予約します

②�対象要件を確認し、
サービス実施の可否
を決定します

③�宅配日時を調整
し、職員が自宅へ
配達します

④�本人確認（高齢者優待
利用券、運転免許証な
どの提示）を行います

⑤�手数料と引き換え
に証明書をお渡し
します

住民票など証明書等宅配サービス

ご存じですか？
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年に１回、

健康診査を受けましょう！

糖尿病や高血圧症などの生活習慣病の早期発見、重症化予防のために

・�国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人は、ご加入の保険者に確認
してください。

・�年度途中に加入医療保険がかわり、現在加入している医療保険で特定健康診査を受けることがで
きない人や生活保護を受給している人で40歳以上の人は、町内の委託医療機関による受診とな
りますので、保健センターで受診券発行の手続きが必要です。

対　　象　75歳以上（65歳以上の障がい認定者含む）の後期高齢者医療制度加入者
　　　　　※�対象となる人には、健康診査の受診の際に必要となる受診券を６月上旬に送付してい

ます。

受診期限　令和５年１月31日（火）まで

受診方法　委託医療機関で受診する。（詳しくは、送付書類でご確認ください）

対　　象　40歳以上75歳未満の国民健康保険加入者
　　　　　※�対象となる人には、特定健康診査の受診の際に必要となる受診券を６月上旬に送付し

ています。

受診期限　令和５年３月31日（金）まで

受診方法　①委託医療機関で受診する。（詳しくは、送付書類でご確認ください）
　　　　　②保健センター（集団健診）で受診する。
　　　　　　　・定　　員　各回60人（各回申込人数が定員になり次第締め切ります）
　　　　　　　・申込方法　保健センター・国保医療課の窓口または電話でお申し込みください。
　　　　　　　　　　　　※�問診票・採尿スピッツ等を送付しますので、必ず各健診日の５日前ま

でにお申し込みください。

　新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、健康診査の受診の際には、今後の感染状況を踏まえたうえで、
受診医療機関と相談し、必ず予約してから受診してください。

問合せ　　保健センター（生き生きプラザ斑鳩内）　☎0745-70-0001
　　　　　国保医療課（斑鳩町役場内）　　　　　　☎0745-74-1001（内線112、114、115）

実施日 受付時間 同時に受診できる検診
�７�月２７日（水）

各回
午前８時30分～10時

・前立腺がん検診（55歳以上の男性）
・大腸がん検診
・肝炎ウイルス検診（今まで受けたことがない人）

�９�月３０日（金）
１０月１８日（火）
１１月２６日（土）

健診は無料で
受診できるのね。
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夏前から　はじめよう！

熱中症 対策
　夏の暑い時期だけでなく、体が暑さに慣れていない梅雨明けの時期から頻繁に起こる熱
中症。環境や体の状態、行動などの条件が揃えば、どこでも誰にでも起こり得ます。
　特にマスクの着用時は、熱中症のリスクが高まります。熱中症を正しく理解し、自分で
できる熱中症対策をはじめましょう！！

・�エアコンを利用するなどして、部屋の
温度は28℃以下、湿度は70％以下を
めやすに調整しましょう。

・�天気予報などを参考に、暑い日・暑い
時間帯の外出は避けましょう。

・�環境省熱中症予防情報サイトを活用し
ましょう。

環境省熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.
jp/sp/

・�のどが渇く前に、こまめに水分補給を
しましょう。

・�めやすは、食事などに含まれる水分以
外に１日あたり1.2
リットルの水分の摂取
が必要です。

・�大量に汗をかいたとき
は塩分補給も忘れずに
しましょう。

・�熱中症にも新型コロナウイルス感染症
にも、日ごろの健康チェックが予防に
役立ちます。

・�体調が悪いと感じたら、無理をせず休
みましょう。

・�栄養バランスのよい食事を、１日３食
しっかり食べましょう。

・�十分な睡眠をとり、
適度に体を動かしま
しょう。

1２３４

※�「てんいち」とは、てん（英語の10）と、いち（１）を合わせて11（毎月11日
は人権を確かめあう日）という意味です。
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熱中症予防のポイント

暑 こさを避けましょう まめに水分補給を
しましょう

日 暑頃から健康管理を
しましょう

さに備えたからだづく
りをしましょう
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この「広報いかるがお知らせ版」は毎月15日を挟む前後3日間で、町内全家庭に直接
お届けしています。ご近所で配布されていない家庭がありましたらご連絡ください。
編集・発行：総務課（☎内線274）

◯所開催場所　◯時開催時間　◯問問合せ
※掲載している行事は、申し込み不要のものです。行事は変更される場合がありますのでご了承ください。

行 事 予 定

６月
26日（日）

いかるがの里クリーンキャンペーン
の実施〈町内清掃〉
詳しくは１ページをご覧ください
　◯時８：00～９：00
　◯問環境対策課（☎内線134）

７月
５日（火）

行政相談
　◯所役場１階第３会議室
　◯時13：00～16：00
　◯問住民課（☎内線163）

６月
30日（木）

〈６月の納期限〉
町県民税（普通徴収・第１期分）
　◯問税務課（☎内線154） ７月

９日（土）

マイナンバーカードの
交付・申請休日受付
　◯所役場１階　住民課窓口
　◯時８：30～12：00　
　◯問住民課（☎内線161）

　町では、第５水曜日に「有害・危険なごみ」収集を行っています。
　次回の回収日は、６月29日（水）です。午前８時までに、中身がわかる透明・半透明の袋に入れ、
ひもをかけるか口をしばって、決められた集積場所に出してください。
回収品目　①スプレー缶、カートリッジガス缶　②蛍光管　③乾電池類　④ライター
　　　　　⑤水銀式体温計、温度計
※リチウムイオン電池（充電式バッテリー）は町では処理できません。販売店などにご相談ください。

●有害・危険なごみのゆくえ
　収集した「有害・危険なごみ」は、最終処分場・ごみ積替え施設に集められ、職員がひとつ一つ
丁寧に種別ごとに分別し、リサイクル業者に引き渡して、再資源化を行っています。

●町職員からのお願い
★スプレー缶、カートリッジガス缶は、必ずガス抜きを行ったうえで、排出してください。

約3,000㎏の「有害・
危険なごみ」が最終処
分場・ごみ積替え施設
に集められてきます。

町職員が種別ごとに手
選別し、リサイクル業
者に引渡しします。

ガス抜き跡を確認しな
がら、分別作業を行っ
ています。

未使用の物や液体・気
体が残っているものも
含まれています。
爆発・引火の可能性が
ありますので、必ずガ
ス抜きをしてから排出
してください。
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有害・危険なごみ収集日のお知らせ
環境対策課（☎内線132）
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